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　そばの普及促進と消費拡大を目的として、町民の方を対象としたそば打ち講習会を実施します。

　　　　　　　立科町交流促進センター「耕福館」

　　　　　　　2,000円（全２回分）

　　　　　　　10名（先着順。定員に達し次第締切りとし、過去に受講経験のない方を優先いたします）

　　　　　　　２月６日㈪～２月13日㈪
　　　　　　　受付は、上記期日の平日

　　　　　　　役場農林課窓口で配布する応募要領をご覧いただき、申込書を農林課窓口に提出してください。（電
話での予約は行えません）申込書は、２月１日からHPにも掲載します。

　　　　　　　・立科町に住所を有する方
　　　　　　　・全２回の講習に出席できる方
　　　　　　　・そばの普及促進に協力できる方（立科町交流促進センターのそば打ち体験学習補助等）

場　所

受講料金

募集人数

募集期間

応募方法

受講資格

「そば打ち講習会」受講者募集 農林係

講習日時

農業者年金は農家のための魅力ある制度です。
《農業者年金加入資格要件は３つだけ》
　１．年間農業従事日数60日以上
　２．国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を除く）
　３．20歳以上60歳未満

《農業者年金の特徴》
　●確定拠出型年金
　　農業者年金は積立方式の確定拠出型年金です。加入者・受給者に影響されない長期的に安定した制度です。
　●全額社会保険料控除
　　納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となり、大きな節税効果があります。
　●終身年金
　　年金は生涯受給できます。万が一、80歳前に亡くなった場合でも、80歳到達月までに受け取れるはずだった年金
額の現在価値相当額がご遺族に支給されます。

　●保険料は月額２万円から６万７千円まで
　　保険料は経営状況や老後の生活設計に合わせて、千円単位で自由に選択でき、いつでも見直すことができます。
　●担い手には保険料の国庫補助
　　認定農業者で青色申告をしているなどの一定の要件を満たす農業の担い手には、保険料の国庫補助があります。

詳しくは農業委員会へお問合せください。

第１回　３月１日㈬　午後６時30分から８時30分
第２回　３月８日㈬　午後６時30分から８時30分

農林係

農業者年金に加入しませんか？ 農家　　の窓
農業委員

会だより

● 転用許可後の地目変更登記をお忘れなく ●

農林係農林係


